
設計変更事前チェックシート（工事編）ver.1.0 

適切な設計変更を行うための事前チェックシート 

本工事は、土木工事設計変更ガイドラインを活用して、適切かつ円滑な設計変更に取り組む工事です。工事の施工にあたり、設計変更の対象となる事項等について、下記により事前に確認を行います。 

工事は設計図書に基づいて施工されますが、真にやむを得ない事情により設計図書と現場等に差異が生じた場合、本工事との一体性を損ねない範囲において設計変更を行うこととし、その結果工期や請負代金に変更

が生じた場合は契約変更を行います。 

１ 受発注者の留意事項の確認 

発注者の留意事項 受注者の留意事項 
チェック 

発注者 受注者 

・工事管理に必要な関係機関との協議について、主体的に調整を図り、受注者と施工条件等の

確認を行う。 

・設計図書の変更の円滑化を図るため、あらかじめ施工条件等を明示する。 

・受注者からの協議事項等について、迅速な回答に努める。 

・施工前、施工途中に設計図書を照査し、疑義が生じた場合は現場施工前に協議する。 

・設計図書と現場等に差異が生じた場合は迅速に協議する。 

・設計変更について発注者と協議し、速やかに施工計画書等を適切に見直し、発注者の確認を

受けてから工事に着手する。 

・工事中の設計変更を発注者との協議を省略して進めてはならない。 

☐ ☐ 

２ 設計変更対象等の確認 

【設計変更の対象となる事項】 

対象事項（請負契約書約款） （例） 
チェック 

発注者 受注者 

(1)図面と仕様書等が一致しない（第19条第1項第1号） 図面・仕様書の寸法、数量等が一致しない、平面図・断面図の寸法、材料名、仕様等が一致しない など ☐ ☐ 

(2)設計図書に誤謬、脱漏がある（第19条第1項第2号） 条件明示する必要があるにもかかわらず、土質／地下水位／交通誘導警備員についての条件明示が 

ない など 

☐ ☐ 

(3)設計図書の表示が明確でない（第19条第1項第3号） 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確 

水替工の記載はあるが、運転条件等（常時・作業時）の明示がない など 

☐ ☐ 

(4)設計図書に示された施工条件と工事現場が一致しない（第19条第1項第4号） 土質／地下水位が現地条件と一致しない、交通誘導警備員の配置人数等が規制図と一致しない など ☐ ☐ 

(5)予期することができない特別な状態が生じた（第19条第1項第5号） 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった 

工事範囲の一部に軟弱地盤があり、地盤改良が必要となった など 

☐ ☐ 

(6)発注者が必要と認めるときの設計図書の変更（第20条） 周辺住民との協議により変更する必要がある、関連工事との調整により変更する必要がある など ☐ ☐ 

(7)受注者の責めによらない事由による工事の一時中止（第21条） 工事用地の確保ができない／暴風、豪雨、騒乱その他自然的又は人為的な事象 など ☐ ☐ 

(8)受注者からの請求による工期の延長（第22条） 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた 

設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり工期の延長が生じた など 

☐ ☐ 

【設計変更の対象とならない事項】 

対象事項 
チェック 

発注者 受注者 

(1)設計図書に条件明示のない事項について、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工した ☐ ☐ 

(2)発注者と「協議」しているが、協議の回答前に施工した ☐ ☐ 

(3)「承諾」で施工した ☐ ☐ 

(4)請負契約書、土木工事共通仕様書に定める所定の手続きを経ていないもの ☐ ☐ 

(5)正式な書面によらない事項（口頭のみの指示・協議） ☐ ☐ 

 

確認日：平成   年   月   日 


